
令和 4 年度 駒岡⼩学校 PTA 

 後期総会資料  

PTA 会則 改定追加（案）について 
 

駒岡⼩学校 PTA 活動の円滑化を⽬指し、以下のとおり会則改定を提案いたします。 
PTA とは「⼦どもたちのしあわせを願って」役員を中⼼に学校、家庭、地域それぞれが教育の責任を分担

し、お互いに⼒を合わせ“学び・実践”する任意団体です。従って⼊退会時を追加した変更案となりますので、
ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。 
 

 

提案 1 第 12 章 会計 第 28 条を改正し、以下のように定める 
 
 
 
 

  
       

 
 
 
 
  
 
 
 

  

 

 

〈現⾏規約〉 

第 28 条 会費の納⼊は以下の通り
とする。 
 

 

〈改正案〉 

第 28 条 会費の納⼊・返⾦は以下
の通りとする。 
４．退会した場合は年度末に返⾦と
する。 

 


